
 

平成３０年 第４回 庄内町教育委員会定例会の会議結果 

 

○日 時 平成３０年３月２３日（金）午前９時００分 

○場 所 庄内町役場立川庁舎第二会議室 

○出 席 教育長 菅原 正志 

     教育委員会委員 池田 智栄 

     教育委員会委員 梅木 均 

教育委員会委員 太田 ひろみ 

○欠 席 教育委員会委員 今野 悦次 

○傍聴人 なし 

○内 容 

１ 開  会 

 

２ 議事録承認 

平成３０年第３回臨時会議事録 

 

３ 付議事件 

日程第１  議案第６号  庄内町教育委員会職員の人事発令について 

庄内町教育委員会職員の人事について、原案どおり発令することとしました。 

 日程第２  議案第７号  平成 30 年度庄内町教育委員会の重点と視座について 

平成 30 年度庄内町教育委員会の重点と視座は、一箇所の文言を訂正することとし、原案

どおり可決することとしました。 

 日程第３  議案第８号  庄内町立余目第三公民館館長の任命について 

庄内町立余目第三公民館館長の任期満了に伴い、原案どおり任命することとしました。 

 日程第４  議案第９号  庄内町立図書館館長の任命について 

庄内町立図書館館長の任期満了に伴い、原案どおり任命することとしました。 

 日程第５  議案第 10 号 庄内町立学校給食共同調理場所長の任命について 

庄内町立学校給食共同調理場設置及び管理条例第４条の規定により、平成 30 年 4 月 1

日からの所長の新任について、原案どおり任命することとしました。 

 日程第６  議案第 11 号 庄内町部活動指導員設置規則の設定について 

学校教育施行規則（昭和 22 年文部省令第 11 号）の一部改正により中学校における部活

動の名称及び職等が明らかになり、本町においても町内各中学校に部活動指導員を配置し、

中学校における部活動の指導体制の充実を図るため、庄内町部活動指導員設置規則を原案ど

おり設定することが可決されました。 

 日程第７   議案第 12 号 庄内町教育委員会教育長に対する事務委任規則の一部を改正 

する規則の制定について 

平成 30 年 4 月 1 日から庄内町立学校給食共同調理場所長が一般職非常勤職員として任

用されることの伴い、教育委員会が教育長に委任する事務に関する規定の整備を図るため、

本規則の一部を改正することが可決されました。 

 日程第８   議案第 13 号 庄内町教育委員会の職員の職の設置に関する規則の一部を改 



 

正する規則の制定について 

平成 30 年 4 月 1 日から庄内町立学校給食共同調理場所長が一般職非常勤職員として任

用されることの伴い、教育委員会の職員の職に関する規定の整備を図るため、本規則の一部

を改正することが可決されました。 

 日程第 9  議案第 14 号 庄内町立小中学校管理規則の一部を改正する規則の制定につ 

いて 

小中学校の学習指導要領の全部改正や、学校教育基本法施行規則の一部改正に伴い、関連

する様式の変更及び所要の規定の整備を図るため、本規則の一部を改正することが可決され

ました。 

 日程第 10 議案第 15 号 庄内町教育委員会の職員の勤務時間等の特例に関する規則の 

一部を改正する規則の制定について 

一般職非常勤職員として任用されるスクールソーシャルワーカー、幼稚園教諭及び学校給

食共同調理場調理師の勤務時間の見直しに伴い、適用の範囲及び勤務時間等の割振りに関す

る規程の整備を図るため、本規則の一部を改正することが可決されました。 

 日程第 11 議案第 16 号 庄内町立幼稚園設置及び管理条例施行規則の一部を改正する 

規則の制定について 

幼稚園における給食費の一食あたりの単価を改めるとともに、幼稚園保育料の減免申請に

係る審査に用いる市町村民税の課税年度を幼稚園保育料の算定の例に準ずるため、本規則の

一部を改正することが可決されました。 

日程第 12 議案第 17 号 庄内町立幼稚園における預かり保育に関する条例施行規則の 

一部を改正する規則の制定について 

幼稚園における預かり保育料の減免申請に係る審査に用いる市町村民税の課税年度を幼

稚園保育料の算定の例に準ずるため、本規則の一部を改正することが可決されました。 

 日程第 13 議案第 18 号 庄内町教育委員会が定める日帰り日当を支給しない職に関す

る規程の一部を改正する規程の制定について 

平成 30 年 4 月 1 日から地方公務員法（昭和 25 年法律第 261 号）第 3 条第 3 項第 3

項に定める非常勤の特別職として、庄内町部活動指導員を配置することに伴い、当該職につ

いては、日帰り旅行に日当を支給しない職に該当するため、本規程の一部を改正することが

可決されました。 

 日程第 14 議案第 19 号 庄内町立学校処務規程の一部を改正する規程の制定について 

指導要録及び出席簿の様式について、取扱いの簡素化を図るため、本規程の一部を改正す

ることが可決されました。 

 

４ その他 

（１）第５回教育委員会定例会の開催について 

日時：平成３０年４月２５日（水）午後２時００分 

場所：立川庁舎３階 第二会議室 

（２）その他 



 

 

５ 閉  会  午前１０時１1 分 


